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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前脚と手押杆の先端部間を連結する左右の連結バーに係止フック及び係止片を設け、上
記係止フックと上記係止片との係合により３つ折り状態にされたベビーカーをロックする
ロック機構を有する３つ折りタイプのベビーカーにおいて、
　上記手押杆に設けられた操作装置と上記係止フックとをワイヤを介して連結し、上記操
作装置によって上記係止フックによる３つ折り状態のロックの解除操作を行うようになっ
ており、
　上記手押杆の先端部内に軸線方向に移動可能にスライダーが設けられ、
　上記ワイヤは、上記操作装置と上記スライダーとを連結する第１のワイヤと、上記スラ
イダーと上記係止フックとを連結する第２のワイヤと、を有することを特徴とする、３つ
折りタイプのベビーカー。
【請求項２】
　前記手押杆の先端部の一側に、上記スライダーに連結された上記第２のワイヤを上記連
結バーに沿わせるように案内するフレームカバーが枢着されており、上記フレームカバー
に上記連結バーが装着されていることを特徴とする、請求項１記載の３つ折りタイプのベ
ビーカー。
【請求項３】
　左右の上記連結バーを連結する上側連結バーには、上記連結バーに沿う上記第２のワイ
ヤを上記係止フックに案内するロックリングが設けられていることを特徴とする、請求項
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１または２に記載の３つ折りタイプのベビーカー。
【請求項４】
　上記係止フックは上記連結バーに枢着され、係止方向に付勢されており、上記係止フッ
クに固着された上記第２のワイヤを引っ張ることによりロック解除方向に作動されること
を特徴とする、請求項１乃至３のいずれかに記載の３つ折りタイプのベビーカー。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、３つ折りタイプのベビーカーに関し、特に３つ折り状態に保持するロック装置
の手元解除機構に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、乳幼児を散歩や買い物等のために屋外に連れ出す場合に使用するベビーカーに於
いては、必要に応じて折り畳み、収納や携帯が容易になるようにしたものが種々提案され
ている。
【０００３】
すなわち、図６は上記折り畳み可能なベビーカーの斜視図であって、そのベビーカーは、
前輪１１を有する左右一対の前脚１２、後輪１３を有する左右一対の後脚１４、ほぼＵ字
状に屈曲された手押杆１５、左右一対のアームレスト１６、及びそのアームレスト１６、
１６の間に掛け渡された着脱可能なガードアーム１７によって構成されている。上記手押
杆１５の先端部近傍にはそれぞれ上記アームレスト１６の一端が枢着されており、その各
アームレスト１６の他端に前脚１２の頂端部が枢着されている。また、左右の後脚１４の
頂端部も上記アームレスト１６の中間部に枢着されており、その後脚１４の中間部にはく
字状に屈曲されたブラケット１９の一端が枢着されている。そして、そのブラケット１９
の中間位置に前記手押し杆１５の先端部がそれぞれ枢着されており、ベビーカーの展開状
態において、上記ブラケット１９の他端に形成された係合部に上記手押し杆１５の下端部
に摺動可能に装着されたロック部材２０が係合し、その展開状態を維持するようにしてあ
る。
【０００４】
一方、上記左右の前脚１２は前側連結バー２１によって連結されており、左右の後脚１４
は後側連結バー２２によって連結されている。さらに、各前脚１２の中間部には連結バー
２３の前端が枢着され、その連結バー２３の後端が上記ブラケット１９とともに手押杆１
５の先端部に枢着され、また左右の連結バー２３の中間部が上側連結バー(図示せず)によ
って連結されている。
【０００５】
しかして、図６に示すように、手押杆１５の先端に設けられているロック部材２０をブラ
ケット１９の上端に設けられている係止部に係合することによって、ベビーカーが使用可
能な展開状態に保持される。一方、手押杆１５に設けられている操作装置２５を操作する
ことにより上記ロック部材２０とブラケット１９との係合が離脱されると、アームレスト
１６及び連結バー２３が前記手押杆１５との各枢着点を中心として上方に揺動可能となり
、前脚１２と後脚１４とがほぼ平行状態に揺動され、携帯に便利なように折り畳むことが
できる。
【０００６】
ところで、手押杆１５、前側連結バー２１、後側連結バー２２、及び上側連結バーは、２
つの同一垂直面内に於いて各中間部の２カ所がジョイントにより折り畳み可能としてある
。したがって、上述のように前脚１２と後脚１４を平行状態に折り畳んだ後、左右の手押
杆１５を前方に移動させると、上記手押杆１５、前側連結バー２１、後側連結バー２２及
び上側連結バー（図示せず）の両端部が前方に折り曲げられ、ベビーカーを図７に示すよ
うにさらにコンパクトに折り畳むことができる。すなわち、３つ折り状態に折り畳むこと
ができる。
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【０００７】
前記左右の連結バー２３の先端部には、その一方の連結バー２３に係止フック２６が設け
られ、他方の連結バー２３にその係止フック２６のフック片２６ａが係合し得る開口２７
ａを有する係止片２７が設けられている。
【０００８】
しかして、上述のように３つ折り状態に折り畳んだ後、図８に示すように、上記係止フッ
ク２６を係止片２７に係合することによって、上記折り畳み状態を保持することができる
。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、このようなものにおいては、ベビーカー本体部分でロックするので強度及び剛
性の点で確実性があるけれども、手元から離れた場所に折り畳み状態を保持するロック装
置が設けられているため、ベビーカーを開くときには手押杆から一端手を離しロック解除
操作を行わなければならない等の問題がある。
【００１０】
本発明は、このような点に鑑み、折り畳み状態のベビーカーを手元の操作のみで開操作で
きるようにしたベビーカーを得ることを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、前脚と手押杆の先端部間を連結する左右の連結バーに係止フック及び係止片
を設け、その係止フックと係止片との係合により３つ折り状態にされたベビーカーをロッ
クするロック機構を有する３つ折りタイプのベビーカーにおいて、手押杆に設けられた操
作装置と上記係止フックとをワイヤを介して連結し、上記操作装置によって上記係止フッ
クの解除操作を行い得るようにしたことを特徴とする３つ折りタイプのベビーカーである
。
【００１２】
　上述した本発明に於いて、上記係止フックは、手押杆の先端部内に軸線方向に移動可能
に設けられ、上記操作装置にワイヤを介して連結されたスライダーに、ワイヤを介して連
結されていることが好ましい。
【００１３】
　上述した本発明に於いて、前記手押杆の先端部の一側に、上記スライダーに連結された
ワイヤを上記連結バーに沿わせるように案内するフレームカバーが枢着されており、その
フレームカバーに上記連結バーが装着されていることが好ましい。
【００１４】
　上述した本発明に於いて、左右の連結バーを連結する上側連結バーには、上記連結バー
に沿うワイヤを係止フックに案内するロックリングが設けられていることが好ましい。
【００１５】
　上述した本発明に於いて、係止フックは前記連結バーに枢着され、係止方向に付勢され
ており、その係止フックに固着されたワイヤを引っ張ることによりロック解除方向に作動
されることが好ましい。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下図１乃至図５を参照して本発明の実施の形態について説明する。
【００１７】
図１は、本発明のベビーカーの概略構成を示す斜視図であって、前輪を有する左右一対の
前脚１２、後輪を有する左右一対の後脚１４、ほぼＵ字状に屈曲された手押杆１５、左右
一対のアームレスト１６、及びそのアームレスト１６、１６の間に掛け渡された着脱可能
なガードアーム(図示せず)によって構成されている。上記手押杆１５の先端部近傍にはそ
れぞれ上記アームレスト１６の一端が枢着されており、その各アームレスト１６の他端に
前脚１２の頂端部が枢着されている。また、左右の後脚１４の頂端部も上記アームレスト
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１６の中間部に枢着されており、その後脚１４の中間部にはく字状に屈曲されたブラケッ
ト１９の一端が枢着されている。そして、そのブラケット１９の中間位置に前記手押し杆
１５の先端部がそれぞれ枢着されており、ベビーカーの展開状態において、上記ブラケッ
ト１９の他端に形成された係合部に上記手押し杆１５の下端部に摺動可能に装着されたロ
ック部材２０が係合し、その展開状態を維持するようにしてある。
【００１８】
一方、上記左右の前脚１２は前側連結バー２１によって連結されており、左右の後脚１４
は後側連結バー２２によって連結されている。さらに、各前脚１２の中間部には連結バー
２３ａ、２３ｂの前端が枢着され、その連結バー２３ａ、２３ｂの後端が上記ブラケット
１９とともに手押杆１５の先端部に枢着され、また左右の連結バー２３ａ，２３ｂの中間
部が上側連結バー２４によって連結されている。
【００１９】
しかして、従来のベビーカーと同様に、手押杆１５の先端に設けられているロック部材２
０をブラケット１９の上端に設けられている係止部に係合することによって、ベビーカー
が使用可能な展開状態に保持される。一方、手押杆１５に設けられている操作装置２５を
操作することにより上記ロック部材２０とブラケット１９との係合が離脱されると、アー
ムレスト１６及び連結バー２３ａ、２３ｂが前記手押杆１５との各枢着点を中心として上
方に揺動可能となり、前脚１２と後脚１４とがほぼ平行状態に揺動され、携帯に便利なよ
うに折り畳むことができる。
【００２０】
さらに、手押杆１５、前側連結バー２１、後側連結バー２２、及び上側連結バー２４は、
２つの同一垂直面内に於いて各中間部の２カ所がジョイントにより折り畳み可能としてあ
る。したがって、上述のように前脚１２と後脚１４を平行状態に折り畳んだ後、左右の手
押杆１５を前方に移動させると、上記手押杆１５、前側連結バー２１、後側連結バー２２
及び上側連結バー２４の両端部が前方に折り曲げられ、ベビーカーをさらにコンパクトに
折り畳むことができる。すなわち、３つ折り状態に折り畳むことができる。
【００２１】
図２は、手押杆１５、及び前脚１２と後脚１４とを連結する一方（図１に於いて左側）の
連結バー２３ａ部の構成を示す斜視図、図３は当該部の側面図であり、手押杆１５の先端
部には前記く字状のブラケット１９とともに連結バー２３ａの後端が枢着されており、そ
の連結バー２３ａの先端部には係止フック２６が枢着されている。
【００２２】
図４は、図３のＡ－Ａ線に沿う断面図であり、手押杆１５の左右の先端内部にはフレーム
ストッパー３０が嵌挿されており、そのフレームストッパー３０にはスライダー３１が手
押杆１５の軸線方向に摺動可能に装着されている。上記スライダー３１には手押杆１５の
軸線に直行する方向に延びるピン３２が突設されており、そのピン３２は手押杆１５に設
けられた軸線方向の長孔３３を貫通し、上記手押杆１５に嵌装されたロック部材２０に連
結されている。上記スライダー３１は手押杆１５内に挿通されたワイヤ３４を介して前記
操作装置２５に連結されるとともに、図示しないスプリングにより先端側に付勢されてい
る。
【００２３】
しかして、操作装置２５を操作してワイヤ３４を上方に引き上げると、上記スプリングに
抗してスライダー３１が上方に移動され、それに伴ってピン３２を介してロック部材２０
が上方に移動される。したがって、ロック部材２０と前記ブラケット１９との係合が離脱
され、前述のようにベビーカーが折り畳み可能な状態になる。
【００２４】
ところで、手押杆１５の一方の先端部に配設されたスライダー３１の下部には第２のワイ
ヤ３５が連結されており、その第２のワイヤ３５が手押し杆１５から導出され前記連結バ
ー２３ａに沿って延設され、前記係止フック２６に取り付けられている。すなわち、連結
バー２３ａの後端にはフレームカバー３６が装着されており、このフレームカバー３６が
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連結バー２３ａとともに手押杆１５に枢着されている。そして、上記手押杆１５内から導
出された第２のワイヤ３５が上記フレームカバー３６により案内され、前記連結バー２３
ａに沿うようにしてある。
【００２５】
一方、上記連結バー２３ａに連結されている上側連結バー２４には、図２及び図５に示す
ように、連結バー２３ａに隣接してロックリング３７が装着されており、そのロックリン
グ３７により前記第２のワイヤ３５が案内され、その第２のワイヤ３５の先端が係止フッ
ク２６の基端部外周に連結されている。上記係止フック２６は連結バー２３ａの内側に揺
動可能に装着されており、先端部にフック片２６ａを有し、図示しないスプリングにより
図５に於いて反時計方向に付勢されている。
【００２６】
したがって、前述のように操作装置２５を操作してワイヤ３４を上方に引き上げると、ス
ライダー３１が上方に移動し、そのスライダー３１の移動により第２のワイヤ３５が引っ
張られ、係止フック２６がスプリングに抗して係止解除方向（図５において時計方向）に
回動される。
【００２７】
また、他方の連結バー２３の先端部には、従来と同じように、係止フック２６のフック片
２６ａが係合し得る開口２７ａを有する係止片２７が設けられている。
【００２８】
しかして、前述のようにベビーカーを３つ折り状態にすると、係止フック２６と係止片２
７とが対向する位置に移動し、係止フック２６のフック片２６ａが係止片２７の開口部２
７ａに係合し、ベビーカーが３つ折り状態に保持される。
【００２９】
そこで、この折り畳み状態から展開状態にする場合には、操作装置２５を操作してワイヤ
３４を引き上げると、前述のように、スライダー３１が上方に移動され、それに伴ってロ
ック部材２０が上方に移動され、ロック部材２０と前記ブラケット１９との係合が離脱さ
れる。これとともに上記スライダー３１の移動により第２のワイヤ３５が引っ張られ、係
止フック２６がスプリングに抗して係止解除方向に回動され、ベビーカーが３つ折り状態
から解放され、手元での操作によってベビーカーを使用可能な展開状態とすることができ
る。
【００３０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明は、３つ折りタイプのベビーカーにおいて、手押杆に設けら
れた操作装置と係止フックとをワイヤーを介して連結し、上記操作装置によって上記係止
フックの解除操作を行うようにしたので、ベビーカーの折り畳み状態をロックする装置を
強度及び剛性の点で優れた位置に設けながら、手元操作のみによりロックを解除し展開状
態とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のベビーカーの概略構成を示す斜視図。
【図２】手押杆と連結バー部の構成を示す部分図。
【図３】手押杆と連結バー部の構成を示す側面図。
【図４】図３のＡ－Ａ線に沿う断面図。
【図５】係止フック部の断面図。
【図６】従来のベビーカーの概略構成を示す斜視図。
【図７】ベビーカーの３つ折り状態を示す図。
【図８】３つ折り状態のロック装置部の説明図。
【符号の説明】
１２　前脚
１４　後脚
１５　手押杆
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１６　アームレスト
２３ａ、２３ｂ　連結バー
２６　係止フック
２７　係止片
３１　スライダー
３４　ワイヤ
３５　第２のワイヤ
３７　ロックリング

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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